
土砂災害警戒区域等の指定に向けた
新たな「土砂災害が発生するおそれのある箇所」の公表について

２ 新たな「土砂災害が発生するおそれのある箇所」を抽出した背景
●近年、令和元年東⽇本台風などで全国的に⼟砂災害警戒区域外での⼟砂災害の発⽣が報告され

たことから、国は令和２年８⽉に、「土砂災害防止対策基本指針」を変更し、より⾼精度な
地形情報等を用いて｢土砂災害が発生するおそれのある箇所｣の抽出に努める旨を追加しました。

●⼭形県では、この国の指針に基づき、令和３年度から調査を始め、これまで新たな「土砂災害が
発生するおそれのある箇所」約7,000箇所を抽出しました。
※⼭形県でも、令和６年７⽉豪⾬で発⽣した⼟砂災害48箇所のうち、4箇所が区域外

３ 公表の目的
今後、抽出箇所の基礎調査を実施し、順次、⼟砂災害警戒区域等の指定を進めていきますが、法規制前に概ねの範囲を県⺠の皆様にお知らせすることで、該当箇所の

近隣住⺠の方々等に土砂災害への「日頃の備え」をしていただくことと、新たな「開発⾏為の抑制」を目的としております。

４ 公表の内容（県ホームページ「山形県土砂災害警戒システム」）
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①新たな「土砂災害が発生するおそれのある箇所」を公表（令和７年１⽉末）
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②土砂災害警戒区域等を公表（区域指定後 随時）
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斜面の横断図 今回、従前より精度
が増し、標⾼情報が
増えたことで、急斜
面だと判明し、抽出
することが出来た。

【凡例】
■従前 ■今回
   標高    標高
   地形    地形

令和７年1⽉３０日
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レッドゾーン
の設定

新たな「土砂災害が発生するおそれのある箇所」の抽出イメージ(がけ崩れ)

新たな「土砂災害が発生するおそれのある箇所」 新たな「土砂災害が発生するおそれのある箇所」

傾斜度30度未満
により面積減

資料１

●⼟砂災害警戒区域等とは、⼟砂災害防止法に基づき、各都道府県が指定する次の
２種類の区域のことを指します。

・土砂災害警戒区域（イエローゾーン）
⼟砂災害が発⽣した場合に住⺠等の⽣命⼜は⾝体に危害が⽣ずるおそれがある区域で、
市町村による警戒避難体制の整備、要配慮者利⽤施設の管理者による避難確保計画の
作成等が義務付けられます。

・土砂災害特別警戒区域（レッドゾーン）
⼟砂災害が発⽣した場合に建築物に損壊が⽣じ住⺠等の⽣命⼜は⾝体に著しい危害が
⽣ずるおそれがある区域で、都道府県による特定開発⾏為の制限、建築物の構造規制等
が⾏われます。

●⼭形県では、これまで5,217箇所を土砂災害警戒区域に指定(令和６年11⽉末現在)しています。
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●主な指定要件
土地の勾配２度以上

●主な指定要件
⾼さ５ｍ以上
傾斜度30度以上

『山形県土砂災害警戒システム』

１⽉末以降に新たな「⼟砂災害が発⽣す
るおそれのある箇所」が表示されます。
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